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薬食発第 1210001号

平成 19年 12月 10日

各都道府県知事 殿

日本薬局方外標準品の製造 ・頒布の依頼について

日本薬局方標準品以外の国立医薬品食品衛生研究所標準品 (医薬品等試験用標準

品)に ついては、平成 16年 3月 26日付け薬食審査発第 0326021号厚生労働省医薬食

品局審査管理課長通知 「国立医薬品食品衛生研究所標準品の製造 ・頒布の依頼につい

て」をもつて、従来、(財)日 本公定書協会に製造 ・頒布を依頼 してきたところであ

る。

今般、下記の標準品の製造 ・頒布については、日本薬局方標準品を製造する者の登

録に関する省令 (平成 19年厚生労働省令第 117号)第 2条 第 1項 に定める標準品製

造登録を受けた者が行 うこととし、これらの標準品の名称を「日本薬局方外標準品」と

することとしたので、御了知の上、関係者に対する周知方お願いしたい。

なお、これをもつて平成 16年 3月 26日付け薬食審査発第 0326021号厚生労働省医

薬食品局審査管理課長通知は廃止する。

イン ドシアニングリーン

エス トラジオール

エス トロン

吉草酸ジフル コル トロン

ヒアルロニダーゼ

ヒ ト成長ホルモン

フル ドロキシコルチ ド

なお、以下の標準品については、第 15改正 日本薬局方 (日本薬局方を定める件 (平

成 18年厚生労働省告示第 285号 ))を もって 日本薬局方標準品として収載 されている

ため、 日本薬局方外標準品か ら削除する。

下垂体性性腺刺激ホルモン、低分子量ヘパ リン、マ レイン酸メチルエル ゴメ トリン、
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寺
者 第 46 8 5号

郷
韓
・十一唯
轄

一時
娃
赤
一

覗

口
刊

（行
政
機
関
の
体
日
ホ
刊
）
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――――‐‐‐
目
‐――――‐‐
―――――――
‐―――――‐
次
―――――‐‐
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〔政

Ｏ
国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法

律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（二
〇
九
）

Ｏ
国
民
年
金
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る

政
令

全
二
一
〇
）

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の

一
部
を

改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定

め
る
政
令

（三

一
一
）

〔省

Ｏ
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（厚
生
労
働

一
二
三
）

Ｏ
説
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害

の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す

る
省
令

（国
土
交
通
八
六
）

一不
〕

○
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
第

二
十
七
回
全
国
豊

か
な
海
づ
く
り
大
会
に
御
臨
席
に
な
る
件

（宮
内
庁

一
一
）

Ｏ
指
定
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
集
め
ら
れ

た
調
査
票
の
使
用
に
関
す
る
件

（総
務
五
六
〇
、

五
六

一
）

〇

〇
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
政
党

の
名
称
及
び
平
成
十
九
年
分
と
し
て
各
政

党
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金
の

額
を
公
表
す
る
件

（同
五
六
三
）

Ｏ
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
証

を
し
た
作

（法
務
四
八

一
、

四
八
五
）

Ｏ
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
四
八
三
）

Ｏ
■
本
業
局
方
標
準
品
を
製
造
す
る
者
を
登

！録
し
，た
件
点
属
生
労
働
三
三
二
▼

Ｏ
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め

の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を

廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
統

組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関

す
る
政
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
を
指
定

す
る
件

（攘
林
水
産

一
二
二
五
）

Ｏ
出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
農
願
が
拒
絶
さ

れ
た
件

（同

一
三
二
とＣ

Ｏ
電
気
五
事
士
法
第
四
粂
第
四
項
第
二
号
つ

指
定
を
受
け
た
塞
成
施
設
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
件

（経
済
産
業
二
五
六
）

Ｏ
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
第
十
三
条

の
十
六
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
実

務
護
習
の
登
録
を
し
た
件

（国
土
交
通
土
三
二
〇
）

Ｏ
平
成
四
年
建
設
省
告
示
第
七
百
九
十

一
号

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
（同

一
三
二
一
）

○
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
の
登
録
の
更
新

を
し
た
件

（同

一
三
二
十
じ

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

法
務
省

○

雷
重
室
事
項
〕

〔宮
庁
報
告
〕

通
　
　
運

海
事
縮
住
人
の
登
録

（高
等
海
難
審
判
庁
）

労
　
　
働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（厚
生
労
働
省
）

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
五
粂
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
労
働
者
を
代

表
す
る
者
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
（同
）

〔資
　
　
料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

〔公
　
　
生
邑

話

事

項

官
庁財

団
、

有
権
者
申
出
方
、

司
法
書
士
懲
戒

処
分
、

信
託
受
益
権
販
売
業
者
営
業
保
証

金
取
戻
し
関
係

裁
判
所

相
統
、

失
捺
、

弦
産
、

免
責
、

特
別
清
算
、

再
生
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
夫
効
関
係

会
社
そ
の
他

生

A
Tl

ム
l■

編 集 ・印 属t
独立行政法人園立印刷局

》

鰹
鱗鞣蘇舗嵯駒歓輸劇鰯

◇
国
民
年
金
韓
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金

法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令

（政
令
第
二
〇
九
号
Ｘ
厚
生
労
働
省
）

国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成

一
九
年
法
律
第

一

一
〇
号
）
附
則
第

一
粂
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期

日
は
、
平
成
二
〇
年
二
月

十
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
国
民
年
金
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令

第
二

一
〇
号
Ｘ
厚
生
労
働
省
）

１
　
被
保
険
者
の
保
険
料
を
立
警
え
て
納
付
す
る
事
務
を

行
う
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
要
件
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
こ
の
政
令
は
、
国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の

た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平

成

一
九
年
法
律
第

一　
一
〇
号
）
船
則
第

一
粂
第
二
号
に

踏
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（平
成
二
〇
年
二
月

一
日
）

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（政
令
男
三

一

一
号
Ｘ
法
務
省
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法

律

（平
成

一
八
年
法
律
第
四
三
号
）
附
則
第

一
余
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成

一
九
年

一
一
月
二

０
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
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障
ヨ
　
演
釘
３
狩
難
田
義
導
輯
∞
「
理
０
串
Ｂ
帥

さ
国
汁
　
ョ鴎
苦
電
■
時
温
Ｓ
Ｅ
岸

苺
輩
中
　
】ぬ
彗
ぷ
お
ゅ
温
極
亜
障

さ
】
熟
　
車代
彗
辞
村
思
江
彗
配
岸

群
遵
　
轟
書
賛
☆
さ
泣
こ
口
件

詩
爵
　
浦
対
芸
出
撃
ヌ
撫
Ｘ
ヽ
卓
田
遵
弾

岸
―
圏
中ｍ

選
戴
鵬
　
コお
昔
選
ボ

【
迫
置
田
岸

辞
爵
　
献
国
章
鴻
田
＞
ョ

庁
引
田
さ
幹
り
帥

淑
爵
遠
　
ャ一苺
さ
を
お
Ｓ
洵
ド
産
障

詩
ヨ
　
革
鴻
海
■
〓
母
『
丼

や
↓
田
ミ
弾
Ｂ
帥

斡
津
崩
　
詢襲
書
心
キ
０
通
富
理
鮮

や
爵
　
澤
母
海
畢
隷
章
球
卦
ミ
岩
珠
さ

一

選
爵
ド
　
コ鶏
さ
島
持
∞
洵
ト
ロ
持

蒔
誤
　
！き
蝉
津
海
題
臣
球
認
尊
ま
滅
弥
彗
帥

轟
醸
　
〓醍
書
毬
爺
Ｓ
泣
切
田
鮮

麟
当
　

そヽ
料
一二漂
導
鴎
計
蚤
ゆ
田
置
弾
き

申

器
浄
韮
　
轟
昔
喜
村
悪
泣
極
田
朴

距
料
導
　
】弱
さ
Ｎ
余
ゃ
通
と
口
持

○
露
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
み
施
行
に
伴
う
存
統
紅
合
が
支
縮
す
る
特
例
年
金
緒
付
挙
に
関
す
る
政
令

（平
成
十
四

年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
厚

生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
臣
体
機
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
注

等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）
船
則
第
二
十
七
条
第

一
現
の
規
定
に
よ
り
当
該
法
人
が
権

利
義
務
と
承
慈
し
た
日
の
属
す
る
年
月

（当
該
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
法
人
が
権
利
義
務
を
憲
継

し
た
日
の
属
す
る
年
月
及
び
解
散
し
た
日
の
属
す
る
年
月
の
直
前
の
年
月
）
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

な
お
、

平
成
十
四
年
六
月
二
十
六
日
農
林
水
庭
省
告
示
第
千
百
八
十
七
号

（陣
生
年
金
保
険
制
度
及
び
鮭
林
漁
業
団

体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
醸
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に

伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
政
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定

す
る
法
人
を
指
定
す
る
件
）
は
、

平
成
十
九
年
十
月
十
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
若
林
　
正
俊

一　
大
辺
路
森
ホ
ね
合
　
和
雄
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町
日
憲
九
百
八
十
議
地
の

一　
平
成
十
四
年
四
月

一一　
西
川
広
域
察
林
組
合
　
埼
玉
県
販
能
市
大
宇
何
須
三
百
四
十
二
番
地
の
一　
平
成
十
四
年
六
月

〓
一　
埼
玉
北
部
陸
業
共
済
組
合
　
埼
玉
県
熊
谷
市
大
手
三
ヶ
尻
二
百
二
十
二
務
地
　
平
成
十
四
年
六
月

四
　
株
式
会
社
Ｊ
Ａ
福
井
市
人
材
サ
ポ
ー
ト
　
福
井
県
福
井
市
縄
四
丁
目
六
百
六
番
地
　
平
成
十
四
年
七
月

五
　
旧
す
ず
じ
漁
業
協
同
統
合
　
石
川
県
珠
洲
市
蛸
銘
町
ネ
部
六
十
二
番
地
　
平
成
十
四
年
六
月
　
平
成
十
八
年
八
月

一ハ
　
松
願
漁
業
協
同
組
合
　
一二
重
県
松
阪
市
中
央
町
四
百
六
十
五
番
地

一　

平
成
十
四
年
六
員

七
　
北
河
内
農
業
協
同
組
含
　
大
阪
府
枚
方
市
大
糧
内
町
二
丁
目

一
番
十

一
号
　
平
成
十
四
年
六
月

八
　
大
阪
中
河
内
農
業
協
同
総
合
　
大
阪
府
八
尾
市
甫
小
阪
合
町
二
丁
目
二
番
二
号
　
平
成
十
四
年
六
月

九
　
大
阪
泉
州
撲
業
協
同
組
合
　
大
阪
府
泉
佐
野
市
日
根
野
四
千
四
十
番
地
の

一　
平
成
十
四
年
六
月

十
　
光
大
和
森
林
組
合
　
山
田
県
光
市
中
央
六
丁
目

一
番

一
号
　
平
成
十
四
年
六
月

十

一
　
本
候
芦
北
森
林
務
含
　
熊
本
県
水
候
市
小
津
奈
木
四
百
七
十
二
番
地
の

一　
平
成
十
四
年
六
月

Ｆｒ

一　
天
草
地
域
森
林
紅
合
　
熊
本
県
天
車
市
楠
浦
町
九
千
九
百
四
十
六
番
地
の

一　
平
成
十
四
年
六
月

十
二
　
株
式
会
社
ふ
る
さ
と
葬
察
ア
グ
レ
ム
　
秋
田
県
較
手
市
大
雄
字
本
庄
道
北
媛
間
十
二
番
地
　
平
成
十
四
年
七
月

十
四
　
羽
生
領
岳
中
領
用
排
水
路
土
地
改
良
区
　
埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
羽
生
四
百
六
十
二
番
地
　
平
成
十
四
年
七
月

十
五
　
に
い
じ
ま
漁
業
協
同
組
合
　
東
京
都
新
島
村
者
舞
三
番
地

一　

平
成
十
四
年
七
月

十
バ
　
株
式
会
社
日
本
農
業
新
聞
　
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目

一
番

一
号
　
平
成
十
四
年
七
月

持粒　齢朗嵯醜削細膨同線蜘県鞠輸斯議野に競豚峨懸難刊勅推九押親紺蜘呼油申二　平成十四年七月

十
九
　
八
播
浜
漁
業
協
同
紐
合
　
愛
腹
県
八
構
浜
市
千
五
百
二
十
二
番
地
十
八
　
平
成
十
四
年
七
月

一中一八舶幹姉蜘韓鞠舶棒帥郭献帥帥時帥蜘市水一貯求韓和稗中抑”抑申時印班貯抑」範畑月

二
十
二
　
岱
明
漁
業
協
同
社
合
　
熊
本
県
玉
名
市
岱
明
町
浜
田
九
百
三
十
番
地
の

一
　

平
成
十
四
年
八
月

一中帥　印串お印抑中伸中”時中帥卵中和印姉柳車娘車車中帥帥却中和”申申］巾キ神中巾中四年十

月
二
十
八
　
秩
父
広
域
森
林
組
合
　
埼
玉
県
秩
父
市
大
宇
上
影
森
八
百
二
十
五
番
地
八
　
平
成
十
四
年
十
月

二
十
九
　
木
曽
森
林
符
合
　
長
野
県
木
曽
部
木
曽
町
日
義
四
千
八
百
九
十
八
番
地
二
十
七
　
平
抗
十
四
年
十
月

三
十
　
鳥
羽
磯
部
漁
業
協
周
組
合
　
一二
重
県
鳥
羽
市
鳥
羽
四
Ｔ
目
二
千
三
百
六
十
番
地
十
六
　
平
成
十
四
年
十
月

二
十

一　
丹
渡
さ
さ
や
ま
農
業
協
同
組
合
　
兵
庫
県
篠
山
市
大
沢
四
百
二
十
八
番
地
の

一　
平
成
十
四
年
十
日

三
十
二
　
く
ば
漁
業
協
同
組
合
　
広
島
県
大
竹
市
玖
波
三
丁
目
八
番
■
三
号
　
平
成
十
四
年
十
居

三
十
三
　
徳
島
中
央
森
林
組
合
　
徳
島
県
名
西
郡
神
山
町
神
領
字
西
上
負
三
十
九
番
地
　
平
成
十
四
年
十
月

二
十
四
　
大
仙
市
大
曲
土
地
改
良
区
　
秋
田
県
大
抽
市
大
触
西
根
宇
小
購
十
番
地
　
平
成
十
四
年
十
二
月

二
十
五
　
廷
岡
市
土
地
改
良
区
　
督
峨
県
延
岡
市
東
本
小
路
本
番
地

一　
平
成
十
四
年
十
二
月

二
十
六
　
占
部
土
地
改
良
区
　
愛
知
県
問
崎
市
下
番
野
町
宇
本
第
二
十
七
番
地
　
平
成
十
五
年

一
月

五
十
七
　
阿
山
百
農
業
協
同
組
合
　
阿
山
県
倉
欽
市
季
町
十
二
番
十
三
号
　
平
成
十
五
年

一
月

〓一嫁　線明め束嫌線鵬端獅帥合北卸剛麟鵬槻節願脚
一知知郵即幹親馳覇十押綴肝明辞十申　平成十五

年
二
月

四
十
　
き
た
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
　
北
海
道
北
見
市
と
ん
田
東
町
六
百
十
七
番
地
　
平
成
十
五
年
二
月

四
十

一　
茨
城
み
ず
ほ
幾
業
協
同
組
合
　
茨
城
県
常
磯
大
田
市
大
方
町
千
七
百

一
番
地
　
平
成
十
五
年
二
月

四
十
二
　
つ
く
ば
市
農
業
協
同
組
合
　
茨
城
県
つ
く
ば
市
東
岡
三
百
三
十
五
番
地
　
平
成
十
五
年
二
月

四
十
二
　
新
蕩
市
農
薬
協
同
紐
合
　
新
湯
県
新
鴻
市
海
老
ヶ
瀬
五
百
十
二
番
地

一
　

平
成
十
五
年
二
月

卿背翻　脚鞭脚潮出岬眼鹸離　帥聞惑脚瀬門赫勝棘副在将感紺媛革　Ｗ湖＝面帯〓師

四
十
六
　
八
頭
中
央
森
林
組
合
　
鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
郡
家
七
百
六
十
二
番
地
十
　
平
成
十
五
年
二
月

四
十
七
　
旧
は
ま
だ
漁
業
協
同
組
合
　
島
根
県
浜
国
市
元
浜
町
二
百
三
十

一
番
地

一
　

平
成
十
五
年
二
貞
　
平
成
十
七

年
十
二
月

四
十
八
　
鹿
児
島
県
酸
農
乳
業
株
式
会
社
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
川
永
野
町
六
十
四
百
七
十
八
番
地
十
　
平
成
十
五

年
二
月

四
十
九
　
株
式
会
社
Ｊ
Ａ
岩
手
ふ
る
き
と
協
同
サ
ー
ビ
ス
　
］石
手
県
奥
州
市
胆
沢
区
小
山
宇
峠
百
十
六
番
地
　
平
成
十

五
年
二
月

五
十
　
郡
山
囲
村
農
業
共
済
組
合
　
権
財
県
郡
山
市
長
野
三
丁
目

一
器
十
五
号
　
平
成
十
五
年
二
月

五
十

一　

Ｊ
Ａ
会！
津
い
い
で
自
動
車

≡
農
機
株
式
会
社
　
福
島
県
喜
多
方
市
岩
月
町
喜
多
方
字
削
の
下
百
六
十
六
番
地

の

一　
平
成
十
五
年
二
月

五
十
二
　
Ｊ
Ａ
会
津
い
い
で
総
含
葬
寮
株
式
会
社
　
相
島
県
喜
多
方
市
翌
川
町
高
堂
太
字
免
題
千
七
十
五
番
地
の
一

平
成
十
五
年
三
月

五
十
二
　
Ｊ
Ａ
会
津
い
い
で
燃
料
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
福
島
県
喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
樋
の
下
四
千
九
百
七
十
七

審
地
　
平
成
十
五
年
二
月

蘭十瓢　搬焼市幅疎鯉畢脇師榔銘　漸瀧鹸帯′！、庫確晰醐呻抑打湘六一報
十五甜距鋸
一　
覇貯朽辞宅唖月

０
厚
生
労
鶴

！省
告
示
第
二
百
三
十
三
０再

日
本
薬
馬
方
標
準
品
を
製
造
す
る
者
の
登
録
に
関
す
る

省
令

（平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

日
本
業
局
方
標
準
品
を
製

造
す
る
者
と
し
て
次
に
抱
げ
る
者
を
登
録
し
た
の
で
、

同

令
第
二
粂
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十

一
日

厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要

一

一　

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
　
財

団
法
人
日
本
公
定
議
協
会
　
東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁

目
十
二
審
十
五
号

十
一　
標
準
品
の
製
造
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
　
大
販
府

大
傾
市
中
央
区
和
泉
町
五
丁
目
一
番

一
号
化
粧
品
工
業

会
館
ビ
ル
及
び
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
平
野
町

一
丁
目

二
番

一
号
三
氷
ビ
ル

〓
一　
登
録
を
し
た
日
　
平
成
十
九
年
十
月

一
日


